
総　　額�

90億9千178万7千円�

職員数　1千254人�

職員一人当たり�

725万229円�

　給料�

　50億3千�

　　280万8千円�

�

　　55.4％�

職員手当�

　14億3千13万�

　　1千円�

　　　15.7％�

　　期末・勤勉手当�

　26億2千�

884万8千円�

28.9％�

市職員の給与などを公表します
　市では、市民の皆さんに、より一層のご理解を得るため、市職員の給与などのあらましを公表します。市

職員の給与は、人事院および県人事委員会が、毎年民間事業所の給与などの実態や生計費、物価などを調

査し、それに基づき国家公務員、県職員の給与改定が必要な場合に出す給与勧告を参考に、国、県、近隣市

の給与などを考慮し、市長が給与条例の改正を市議会に提案し、市議会の審議を経て決定されています。

●問い合わせ職員課へ内線３６４

5

職員給与費の状況（一般会計平成１０年度予算）

注）職員手当は退職手当を含みません

4

人件費の状況（普通会計決算）
８年度の
人件費率

２３．６％

注）実質収支：歳入歳出差引額から翌年度へ繰り越すべき財源を控除した額です。
　　人件費：特別職（市長、助役、収入役と議員など）に支給される給料、報酬を含みます。

人件費率
（Ｂ／Ａ）

２５．１％

人件費（Ｂ）

１０７億８千５１７万８千円

実質収支

１２億４千４４５万円

歳出額（Ａ）

４２９億５千１８３万５千円

住民基本台帳人口
（１０．３．３１現在）

１６万１千５５４人

区分

９年度

職員の平均給料月額、平均給与月額と平均年齢の状況
（平成１０年４月１日現在）

技 能 労 務 職

平均年齢

４８歳３月

４７歳８月

注）一般行政職：技能労務職以外で消防職、教諭、企業職員などを除く職員です。
　　技能労務職：用務員、給食調理員、自動車運転手などです。
　　給与：給料に職員手当を加えたものです。

平均給与月額

３８万５千４５０円

平均給料月額

３３万１千６０２円

２８万３千８１２円

一 般 行 政 職

平均年齢

３８歳１０月

３９歳３月

平均給与月額

３９万４千２５６円

平均給料月額

３２万９千８５４円

３１万５千８５０円

区分

狭山市

国

職員の初任給の状況（平成１０年４月１日現在）
国

採用２年経過
日の給料額

１８万７千円

１５万５００円

決定初任給

１７万３千円

１４万７００円

狭 山 市

採用２年経過
日の給料額

１９万２千８００円

１６万６千２００円

決定初任給

１７万９千８００円

１５万５００円

区 分

大学卒

高校卒

一般
行政職

職員の経験年数・学歴別平均給料月額の状況
（平成１０年４月１日現在）

１５年以上２０年未満

３４万２千８０円

３０万２千４３０円

２８万９千５５８円

１０年以上１５年未満

２８万５千１６３円

２４万７２９円

２２万９千７６２円

７年以上１０年未満

２４万２千８７１円

２０万８千５８３円

２０万６千４００円

経験年数
区分

大学卒

高校卒

大学卒

高校卒

一般
行政職

技能
労務職

扶養手当・住居手当・通勤手当
国との異同

同　じ

�同じ

�異なる

�同じ

�異なる

内 容

�配偶者　１万６千円
�配偶者以外の扶養二人まで　５千５００円
�配偶者がいない場合の一人め　１万１千円
�配偶者が扶養親族でない場合の一人め　６千５００円
�その他は一人につき　２千円
�満１６歳以上満２２歳以下の子等一人につき　４千円加算

�借家・借間 １万２千円を超える家賃額に対して
その家賃額に応じ２万７千円を限度
として支給

�持ち家　５千円

�交通機関等利用者
４万５千円を限度として１カ月の運賃相当額を支給

�交通用具使用者
�２�～５�未満　　　　４千円
�５�～１０�未満　　　６千１００円
�１０�～１５�未満　　　８千５００円
�１５�～２０�未満　　　１万９００円
�２０�～２５�未満　１万３千３００円
�２５�～３０�未満　１万５千７００円
�３０�～３５�未満　１万８千１００円
�３５�～４０�未満　　　２万５００円
�４０�以上　　　　２万２千９００円
�２�未満　　　　　　１千５００円
　（交通機関、交通用具使用者に限る）

区分

扶

養

手

当

住
居
手
当

通

勤

手

当

調整手当（平成１０年４月１日現在）
全地域

１０％

１千３６９人

３％

４０万７千７３５円

支給対象地域

支給率

支給対象職員数

国の制度（支給率）

支給対象職員一人当たりの
平均支給年額（９年度決算）

特殊勤務手当
全 職 種
４０．５％

１万７千７０４円
２０種類

夜間特殊業務手当、保
育手当、消防職員出動
手当、清掃作業手当

夜間特殊業務手当、保
育手当、消防職員出動
手当

区 分
職員全体に占める手当支給職員の割合
支給対象職員一人当たり平均支給年額
手当の種類（手当数）

支給額の多い手当

多くの職員に支給
されている手当

代表的な手当の名称

一般行政職の級別職員数の状況
（平成１０年４月１日現在） 職員数８３８人

１０人（１．２％）
１６人（１．９％）

５５人（６．５％）
６５人（７．８％）

２００人（２３．９％）
２７３人（３２．６％）

１８９人（２２．５％）
３０人（３．６％）

注）１．狭山市の給与条例に基づく給料表の級別区分による一般行政職の職
員数です。

　　２．職名は、それぞれの級に該当する標準的な職務内容です。
参考）●狭山市の総職員数は１，３５７人です。
　　　●障害者の雇用率は、全体で２．３１％です。

部 長
次 長
課 長
課 長 補 佐
係 長
主 任
主事・技師
主事補・技師補

８級
７級
６級
５級
４級
３級
２級
１級

職員手当の状況
国

（平成９年度支給割合）

勤勉手当
　０．６月分

０．６月分

１．２月分

職制上の段階、職務等
による加算措置 �有

（支給率：平成１０年４月１日現在）

勧奨・定年

２８．８７５月分

４４．５５月分

６２．７月分

６２．７月分

その他の加算措置
定年前早期退職特別措置

（２％～２０％加算）
退職時の特別昇給

１号

注）狭山市は、埼玉県市町村職員退職手当組合（県下１４１団体が加入）に
加入しており、同組合の支給条例に基づく支給率です。

期末手当

１．６月分

１．９月分

０．５５月分

４．０５月分

自己都合

２１．０月分

３３．７５月分

４７．５月分

６０．０月分

６月期

１２月期

３月期

計

勤続２０年

勤続２５年

勤続３５年

最高限度額

狭 山 市

（平成９年度支給割合）

勤勉手当

０．６月分

０．６月分

１．２月分

職制上の段階、職務等
による加算措置 �有

（支給率：平成１０年４月１日現在）

勧奨・定年

２８．８７５月分

４４．５５月分

６２．７月分

６２．７月分

その他の加算措置
定年前早期退職特別措置

（２％～２０％加算）
退職時の特別昇給
勤続２０年以上　２号

期末手当

１．６月分

１．９月分

０．５５月分

４．０５月分

自己都合

２１．０月分

３３．７５月分

４７．５月分

６０．０月分

６月期

１２月期

３月期

計

勤続２０年

勤続２５年

勤続３５年

最高限度額

区分

期
末
手
当
・
勤
勉
手
当

退

職

手

当

時間外勤務手当
３億１千１５３万６千１６３円

２２万６千７３７円

３億６千８６１万６千２６７円

２６万６千９２０円

支給総額

職員一人当たりの支給年額

支給総額

職員一人当たりの支給年額

９年度

８年度

特別職の報酬等の状況
（平成１０年４月１日現在）

給 料 月 額 等
９７万円

８１万５千円
７５万円

５１万５千円
４６万５千円
４５万５千円
４５万５千円
４４万５千円

（支給割合）
６月期　２．２月分
１２月期　２．５月分
３月期　０．５５月分

　計 ５．２５月分

市 長
助 役
収 入 役
議 長
副 議 長
常任委員長
議会運営委員長
議 員

市 長
助 役
収 入 役
議 長
副 議 長
常任委員長
議会運営委員長
議 員

区分

給

料

報

酬

期

末

手

当

平成１０年１１月２５日号平成１０年１１月２５日号

広報さやま 広報さやま


